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１ 令和元（2019）年台風第 15 号、第 19 号等の被害、支援 

 

（１）台風第 15 号 

 台風第 15 号は、９月９日３時前に三浦半島

付近を通過して東京湾を進み、５時前に強い勢

力で千葉市付近に上陸し、９日朝には茨城県沖

に抜けた。千葉市で観測史上１位の最大瞬間風

速57.5mを観測するなど東海地方や関東地方で

記録的な暴風雨をもたらした。 

 本災害は激甚災害に指定され、併せて本災害

に適用すべき措置を指定する政令が 10月 11日

に閣議決定され、10 月 17 日に公布・施行され

た。 

 

ア 農作物等被害の状況 

台風第 15 号による関東農政局管内の被害額は 745.3 億円となり、特に、千葉県、茨城県

を中心に、暴風雨による農業用ハウスの倒壊等の被害が 473.7 億円と管内全体の被害額の

３分の２を占めた。この他、鉄塔や電柱の倒壊、倒木等による停電により、乳業工場への

生乳の配送停止やクーラーステーションの停止による生乳廃棄が発生した。 

 

 

 

 

 

 

千葉県

茨城県

神奈川県

静岡県
東京都 栃木県

埼玉県

関東以外

管内合計

745.3億円

資料：東京管区気象台 HP 

台風第 15 号経路図 

農業用ハウス, 
473.7 億円

農作物, 
120.4 億円

畜産用施設, 
113.6 億円

共同利用施設, 
10.2 億円

家畜, 8.2 億円

樹体, 6.2 億円
農業用倉庫・処

理加工施設等, 
3.1 億円 畜産物(生乳等), 

2.2 億円

その他, 7.6 億円

管内合計 

745.3 億円 

全国合計 
745.3 億円 

資料：農林水産省調べ、関東農政局調べ 
注：令和元（2019）年 12 月５日現在 

資料：関東農政局調べ 
注：令和元（2019）年 12 月５日現在 

台風第 15 号農作物等被害（都県別） 台風第 15 号農作物被害（種別） 
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イ 農地・農業用施設等被害の状況 

台風第 15 号による関東農政局管内の農地・農業用施設の被害は、千葉県を中心に 650 

か所、被害額は 17.8 億円となっており、生活環境施設の被害が 35 か所、被害額は 4,500

万円となった。 

 

 

 

ウ 復旧への支援等 

○農政局災害対策本部の設置 

関東農政局では、被害状況の把握と状況に応じた対策を講ずるため、９月 13 日、災害対

策本部を設置するとともに、相談窓口を設置した。 

 

○農政局職員の現地への派遣（MAFF-SAT） 

９月 10 日以降、延べ 12 人の職員を、千葉県、静岡県の被災地に派遣し、情報収集、技

術支援（災害査定への助言や査定設計書作成支援等）を実施した。また、被害のあった地

方自治体や関係土地改良区等に査定前着工制度の啓発を行った。 

台風第 15 号農地・農業用施設等被害額
(種別) 

農地,
4.1 億円

農業用施設,
13.7 億円

災害関連, 
0.5 億円

管内合計

18.3億円

資料：関東農政局調べ 
注：令和２(2020)年１月 16 日現在 

ガラスハウスの損壊被害（千葉県南房総市） 水稲の倒伏被害（千葉県市原市） 

千葉県

静岡県

東京都

長野県
関東以外

管内合計

18.3億円

全国合計 
19.4 億円 

台風第 15 号農地・農業用施設等被害額
(都県別) 

資料：農林水産省調べ、関東農政局調べ 
注：令和２(2020)年１月 16 日現在 
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○災害応急用ポンプの貸出し 

停電による排水機場の停止に伴う機場周辺の

湛水被害を解消するため、千葉県印旛農業事業

所から災害応急ポンプの貸出し要請があったた

め、９月 10 日～13 日の間、関東農政局土地改

良技術事務所から貸出しを行った。 

 

○支援対策の周知・執行 

台風第 15 号では、令和元（2019）年 10 月１日に農林水産関係被害への支援対策が公表

され、関東農政局では、10 月７日以降、管内６か所（茨城県２か所、千葉県３か所、東京

都）で国主催の支援対策説明会を開催したほか、県主催の支援対策説明会に出席し説明を

行うなど、支援対策の周知に務めた。 

関東農政局管内では、強い農業・担い手づくり総合支援交付金（被災農業者支援型）に

ついて、主に強風により倒壊したパイプハウスの復旧・撤去を中心に、農機具格納庫、畜

舎の復旧に対する要望があり、交付申請のあった経営体に対し、交付金を交付、各地で復

旧作業が行われている。 

災害復旧事業に関して、災害査定を、農地・農業用施設等については 11 月 18 月から 12

月 20 日まで、共同利用施設については令和２（2020）年１月 20 日から 24 日まで実施し、

その後、順次復旧工事に着手している。 

 

 

（２）台風第 19 号等 

台風第 19 号は、10 月 12 日 19 時前に大型で  

強い勢力で伊豆半島に上陸した後、関東地方を通

過し、13 日未明に東北地方の東海上に抜けた。

記録的な大雨により、千葉県を除く関東農政局管

内１都８県に大雨特別警報が発表された。 

 また、10 月 25 日から 26 日にかけて、低気圧

が太平洋沿岸を進み、この低気圧に向かって南か

ら暖かく湿った空気が流れ込むとともに、台風第

21 号の湿った空気が流れ込み、特に、千葉県で

は総降水量が 200 ミリを超える記録的な大雨と

なった。 

本災害（台風第 20 号、第 21 号を含む）は激甚災害に指定され、併せて本災害に適用す

べき措置を指定する政令が 10 月 29 日（台風第 20 号、第 21 号追加 11 月 29 日）に閣議決

定されるとともに、11 月１日（台風第 20 号、第 21 号追加 12 月４日）に公布・施行され

た。 

資料：東京管区気象台 HP 

台風第 19 号経路図 

災害応急ポンプによる排水状況 

（印旛沼二期 宗吾北機場） 



- 5 - 

 

ア 農作物等被害の状況 

台風第 19 号等（台風第 19 号及び 10 月 25 日から 26 日の大雨）による関東農政局管内の

被害額は 257.2 億円となり、全国の被害額のおよそ６割を占めた。また、農作物、農業・

畜産用機械の被害額が 194.7 億円にのぼり、管内全体の約８割を占めた。 

那珂川（茨城県）、秋山川（栃木県）、越辺川（埼玉県）、千曲川（長野県）などで堤防の

決壊や溢水による河川の氾濫が発生し、リンゴ、米、ハウスイチゴなどの農作物等、ライ

スセンター等の共同利用施設に被害が発生した。10 月 25 日から 26 日の大雨では、浸水害

や河川の氾濫により、茨城県や千葉県では水田の冠水、イチゴ、大豆等に浸水の被害が発

生した。また、農業用機械や収穫後の保管米、果樹の浸水・流出被害が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

長野県

栃木県

茨城県
千葉県

埼玉県

静岡県

群馬県
神奈川県

東京都

山梨県

関東以外

管内合計

257.2億円

農業・畜産

用機械, 
102.8 億円

農作物, 91.9 億円

農業用ハウス, 
38.6 億円

共同利用施設, 
13.0 億円

農業用倉庫・処

理加工施設等, 
4.6 億円

樹体, 2.8 億円
畜産用施設, 

1.7 億円

家畜, 0.5 億円

畜産物(生乳等), 0.1 億円

在庫品, 
0.0 億円その他, 1.1 億

円

資料：農林水産省調べ、関東農政局調べ 
注：令和２(2020)年４月 10 日現在 

資料：関東農政局調べ 
注：令和２(2020)年４月 10 日現在 

台風第 19 号等農作物等被害（都県別） 台風第 19 号等農作物等被害（種別） 

管内合計 

257.2 億円 

全国合計 

404.4 億円 

河川決壊による冠水被害（長野県長野市） 河川決壊による冠水被害（栃木県佐野市） 
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イ 農地・農業用施設等被害の状況 

台風第 19 号等による関東農政局管内の農地・農業用施設の被害は、栃木県、長野県を中

心に 19,295 か所、被害額は 908.8 億円となっており、生活環境施設等の被害が 42 か所、

被害額は 18.4 億円となった。河川の氾濫等により、樹園地への土砂堆積や水田等に稲わら

が堆積するなどの被害が発生した。 

 

 

ウ 復旧への支援等 

○農政局災害対策本部の設置 

関東農政局では、被害状況の把握と状況に応じた対策を講ずるため、10 月 11 日、災害対

策本部を設置した。 

 

○農政局職員の現地への派遣（MAFF-SAT） 

関東農政局では、10 月 18 日以降、延べ 346 人（令和２（2020）年１月 31 日時点）の職

員を被災地に派遣し、初期情報収集、技術支援（災害査定への助言や査定設計書作成支援

等）を実施した。また、被害のあった地方自治体や関係土地改良区等に査定前着工制度の

啓発を行った。 

農地, 
419.5 億円農業用施設, 

489.3 億円

災害関連, 
17.7 億円

海岸・地すべり, 
0.7 億円

管内合計

927.2億円

資料：関東農政局調べ 
注：令和２年４月 10 日現在 

稲わら堆積状況（埼玉県東松山市） ため池堤体一部崩落被害（千葉県大多喜町） 

長野県

栃木県

茨城県

埼玉県
東京都

千葉県
群馬県

静岡県
神奈川県

山梨県

関東以外

全国合計 

2,101.3 億円 

管内合計

927.2 億円 

台風第 19 号等農地・農業用施設等被害額
(都県別) 

台風第 19 号等農地・農業用施設等被害額
(種別) 

資料：農林水産省、関東農政局調べ 
注：令和２年４月 10 日現在 
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○災害応急用ポンプの貸出し 

湛水被害の解消等のため、災害応急ポンプの貸出し

要請があったため、栃木県下都賀農業振興事務所（貸

出期間 10 月 13 日～23 日）、千葉県大多喜町（同 10 月

28 日～11 月７日）に、関東農政局土地改良技術事務

所から貸出しを行った。 

 

○支援対策の周知・執行 

台風第 19 号等では、令和元（2019）年 10 月 25 日に農林水産関係被害への支援対策が公

表され、11 月７日に支援パッケージが公表された。関東農政局では、10 月 28 日以降、管

内９か所（茨城県２か所、埼玉県２か所、千葉県２か所）で国主催の支援対策説明会を開

催したほか、県等主催の支援対策説明会や意見交換会に出席し説明を行うなど、支援対策

の周知に努めた。 

関東農政局管内では、強い農業・担い手づくり総合支援交付金（被災農業者支援型）に

ついて、主に大雨による洪水に係る農業用機械の復旧を中心に、農業用ハウスの復旧、撤

去に対する要望があり、交付申請のあった経営体に対し交付金を交付、各地で復旧作業が

行われている。 

また、持続的生産強化対策事業により被災した果樹農家・稲作農家の営農再開に向けた

支援や被災農家等営農再開緊急対策事業により保管米被災農家向けの支援を行うなど、被

災農業者等が継続して営農できるよう、国、都県、市町村が連携して支援対策を講じた。 

災害復旧事業に関して、災害査定を、農地・農業用施設等については 11 月 25 日から令

和２（2020）年１月 30 日まで、共同利用施設については令和２（2020）年１月８日から１

月 28 日まで実施し、その後、順次復旧工事に着手している。なお、水田に堆積した稲わら

の撤去については、持続的生産強化対策事業の活用等により令和２年３月までに撤去を完

了した。 

 

【復旧状況】 

災害応急ポンプによる排水状況 

（栃木県栃木市） 

樹園地堆積土砂撤去前（長野県須坂市） 樹園地堆積土砂撤去後（長野県須坂市） 
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稲わら撤去後（埼玉県坂戸市） 稲わら撤去前（埼玉県坂戸市） 
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２ ＣＳＦへの対応 

平成 30（2018）年９月、岐阜県において国内で 26 年ぶりとなるＣＳＦの発生が確認さ

れた。その後、令和２（2020）年３月までに、飼養豚で岐阜県、愛知県、福井県、埼玉県、

長野県、山梨県、三重県及び沖縄県の８県で発生が確認されている。一方、野生イノシシ

のＣＳＦ感染事例についても、平成 30（2018）年９月から令和２（2020）年３月までに、

飼養豚の発生県（沖縄県を除く。）のほか、富山県、石川県、滋賀県、群馬県及び静岡県の

12 県で確認されている。 

こうした状況の中、関東農政局では、管内におけるＣＳＦの発生予防及びまん延防止の

ため、以下の対応を行った。 

 

（１） ＣＳＦ感染予防の取組 

ア 説明会の開催 

令和元（2019）年７月８日、管内（長野県）で初めてＣＳＦに感染した野生イノシシが

確認されたため、同年８月５日、埼玉県さいたま市、８月８日、長野県塩尻市及び飯田市

において、家畜衛生担当者、畜産協会、養豚協会等の関係者を対象に「関東農政局ＣＳＦ

対策説明会」を開催し、養豚農家における飼養衛生管理基準の遵守等、防疫対策の推進・

強化を図った。 

また、同説明会（埼玉県さいたま市）では、農林水産省拡大ＣＳＦ疫学調査チーム長の

津田知幸氏による「2018年に日本で発生したＣＳＦの性状と防疫対策」と題した講演を行っ

た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

用語の解説 
 ＣＳＦとは 

  ＣＳＦ（豚熱）は、ＣＳＦウイルスの感染による豚とイノシシの病気である。強い伝播力と高

い致死率が特徴で、家畜伝染病予防法において家畜伝染病に指定されている。このため、発生し

た農場では、飼養豚等を対象に殺処分等の防疫措置を行うこととしている。  

  なお、ＣＳＦは豚とイノシシの病気であり、人には感染しない。 

関東農政局 CSF 説明会（さいたま市） 長野県拠点 CSF 説明会（塩尻市） 

トピックス 
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イ チラシの作成・配布 

ＣＳＦの発生予防及びまん延防止のため、イノシシ等の野生動物のエサとなる肉や肉製

品等のゴミの放置を禁止するためのチラシを環境省と連携して作成し、ビジターセンター、

公園、キャンプ場、道の駅などの施設に掲示し、公園等施設来園者等への注意喚起を行っ

た。また、外国人への注意喚起を促すため、英語表記のポスターも作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 消毒マットの設置 

ＣＳＦがまん延する原因として、ウィルスが野生イノシシやネズミ等の野生動物の出入

りを介して侵入する可能性のほか、人と人との交差によるまん延も原因の一つといわれて

いる。 

関東農政局では、ＣＳＦまん延防止のため、さいたま新都心合同庁舎のほか、関東農政

局管内各都県拠点及び管内国営事業（務）所に消毒マットを設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＳＦポスター掲示（道の駅） 

英語表記ＣＳＦポスター 

さいたま新都心合同庁舎２号館 関東農政局長野県拠点庁舎 
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（２） ＣＳＦ拡散抑制の対応 

ア 体制整備 

令和元（2019）年９月５日に農林水産本省で開催された「農林水産省ＣＳＦ対策本部」

において、野生イノシシ対策など５つの柱を決定したことを受けて、関東農政局では、９

月 11 日に「関東農政局ＣＳＦ対策本部」を設置し、経口ワクチンの散布及び野生イノシシ

の捕獲作業を支援していくことを決定した。 

また、管内（埼玉県）で初めて養豚農場でＣＳＦの発生が確認された、令和元年（2019

年）９月 13 日に「ＣＳＦに関する相談窓口」を設置した。 

  

イ 都県との連携等 

令和元（2019）年９月から 11 月までに、埼玉県、長野県及び山梨県の養豚農場において

ＣＳＦの発生が確認（３県８例）された。その都度、「関東農政局ＣＳＦ対策本部」を開催

し、①発生県との連絡調整及び情報収集、②発生県からの派遣要請に備えた防疫作業従事

者の派遣準備、③生産者、消費者、流通業者等への正確な情報提供を実施した。 

 

ウ 経口ワクチン散布作業の支援 

農林水産省では、野生イノシシによるＣＳＦ

ウィルスの拡散が全国に及ばないよう、重点的に

経口ワクチンを散布するエリアを帯状（ワクチン

ベルト）に設定した。 

令和元（2019）年 10 月から 11 月、ワクチンベ

ルト構築のため、長野県が実施した経口ワクチン

の散布に本局及び長野県拠点の職員を派遣し、長

野県及び関係機関と連携して、経口ワクチンの散

布作業を行った。 

また、ワクチンベルト構築に当たっては、エリ

アが広範にわたり、かつ散布が困難な箇所もある

ことから、自衛隊の協力を得て、ヘリコプターに

よる効果的な経口ワクチンの散布を行っている。 

令和元（2019）年 11 月 28 日、群馬県畜産試験

場で行われた自衛隊ヘリコプターを活用した経

口ワクチンの空中散布実証実験及び同年 12 月 20

日、栃木県日光市で行われた空中散布について、

本局、群馬県拠点及び栃木県拠点の職員を派遣

し、補助作業を行った。 

 

エ 飼養豚等へのワクチン接種 

野生イノシシにおいて、ＣＳＦの感染が拡大していることから、令和元（2019）年 10 月、

養豚農場の衛生管理の向上等を図っても豚等への感染リスクが高い地域において、飼養豚

等を対象にワクチンを接種することとした。（令和２(2020)年３月時点で管内 10 都県を含

経口ワクチン散布作業 

経口ワクチン空中散布（栃木県日光市） 

提供：陸上自衛隊第１２旅団 
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む 21 都府県がワクチン接種推奨地域に指定されている） 

管内都県では、令和元（2019）年 10 月以降、順次ワクチン接種を行い、令和２（2020）

年３月までに、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、長野県、山梨県及び静岡県の７都県

でワクチン接種を終了している。 

 

オ 野生イノシシ捕獲の支援 

養豚場へのＣＳＦの侵入リスクの低減を図るためには、野生イノシシの捕獲の強化が喫

緊の課題となっている。農林水産省では、更なる捕獲強化のため、ＣＳＦまん延防止に効

果的な地域において捕獲重点エリア（21 都県）を定めるとともに、捕獲頭数の目標を設定

している。 

令和元（2019）年 12 月２日から 26 日までの間、ＣＳＦに感染した野生イノシシが確認

されている静岡県に、本局及び静岡県拠点の職員を派遣し、静岡県及び関係機関と連携し

て、捕獲等にかかる消毒や検査用の採材その他の補助作業を行った。 

 

 

※ ＣＳＦに関する詳しい内容は、こちらをご覧ください。 

 http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/tonkorera_hassei.html（関東農政局） 

 

 

ＣＳＦに関する主な動き 

年 月 管   内 そ の 他 

平成 30 

（2018）

年 

９月  ・岐阜県の飼養豚で国内 26 年ぶりにＣＳＦ発

生 

・岐阜県で野生イノシシのＣＳＦ感染を確認 

 12 月  ・愛知県で野生イノシシのＣＳＦ感染を確認 

平成 31 

（2019）

年 

２月  ・愛知県の養豚農場でＣＳＦ発生 

３月  ・岐阜県及び愛知県で野生イノシシ経口ワクチ

ン散布開始 

令和元 

（2019）

年 

６月  ・三重県で野生イノシシのＣＳＦ感染を確認 

７月 ・長野県で野生イノシシのＣＳＦ感染

を確認 

・長野県で野生イノシシ経口ワクチン

散布開始 

・ＣＳＦ・ＡＳＦ対策を公表（早期出荷促進対

策、野生イノシシ対策、水際検疫強化等） 

・三重県及び福井県の養豚農場でＣＳＦ発生 

・富山県及び福井県で野生イノシシのＣＳＦ感

染を確認 

・三重県及び福井県で野生イノシシ経口ワクチ

ン散布開始 

８月 ・関東農政局ＣＳＦ対策説明会を開催 ・石川県で野生イノシシのＣＳＦ感染を確認 

・富山県及び石川県で野生イノシシ経口ワクチ

ン散布開始 

http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/tonkorera_hassei.html
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令和元 

（2019）

年 

９月 ・埼玉県及び長野県の養豚農場でＣＳ

Ｆ発生 

・関東農政局ＣＳＦ対策本部を設置・開

催（以降発生の都度開催） 

・埼玉県で野生イノシシのＣＳＦ感染

を確認 

・静岡県で野生イノシシ経口ワクチン

散布開始 

・滋賀県で野生イノシシのＣＳＦ感染を確認 

・滋賀県で野生イノシシ経口ワクチン散布開始 

10 月 ・群馬県及び長野県で飼養豚等へのワ

クチン接種開始 

・群馬県、山梨県及び静岡県で野生イノ

シシのＣＳＦ感染を確認 

・群馬県で野生イノシシ経口ワクチン

散布開始 

・富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、

三重県及び滋賀県で飼養豚等へのワクチン接

種開始 

 

11 月 ・ワクチン接種豚出荷開始 

・山梨県の養豚農場でＣＳＦ発生 

・埼玉県、静岡県及び山梨県で飼養豚等

へのワクチン接種開始 

・埼玉県で野生イノシシ経口ワクチン

散布開始 

・ワクチン接種豚出荷開始 

 12 月 ・神奈川県及び東京都で飼養豚等への

ワクチン接種開始 

 

 

令和２ 

（2020）

年 

１月 ・茨城県、栃木県、神奈川県及び山梨県

で野生イノシシ経口ワクチン散布開始 

・沖縄県の養豚農場でＣＳＦ発生 

・新潟県、京都府及び奈良県で飼養豚等へのワ

クチン接種開始 

 ２月 ・茨城県、栃木県及び千葉県で飼養豚等

へのワクチン接種開始 

・家畜伝染病予防法改正の公布・施行（議員立

法） 

・京都府で野生イノシシ経口ワクチン散布開始 

 ３月 ・東京都で野生イノシシ経口ワクチン

散布開始 

・飼養衛生管理基準の改正（豚等） 

・沖縄県で飼養豚等へのワクチン接種開始 

・新潟県で野生イノシシ経口ワクチン散布開始 

 ４月  ・家畜伝染病予防法改正の公布 

 ５月 ・神奈川県で野生イノシシのＣＳＦ感

染を確認 

 

 ６月 ・茨城県で野生イノシシのＣＳＦ感染

を確認 

・大阪府、兵庫県及び和歌山県でワクチン接種

開始 

 ７月 ・10 都県全てでワクチン接種終了 

・東京都で野生イノシシのＣＳＦ感染

を確認 

・家畜伝染病予防法の施行 

・飼養衛生管理基準の施行 

・14 府県全てでワクチン接種終了 
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コラム 

 

 

 

陸上自衛隊第 12 旅団に対する感謝状授与  

 

平成 31（2019）年２月６日から８日の間、長野

県宮田村の養豚場における豚の追い込み作業、殺

処分した豚の運搬・埋却処理などの防疫対応への

支援、長野県、群馬県及び栃木県での自衛隊ヘリ

コプターによる空中散布など、陸上自衛隊第 12

旅団の功績をたたえるため、令和元（2019）年 12

月 26 日、幸田関東農政局長から田尻第 12 旅団長

に対し、農林水産大臣感謝状を手交した。 

 

  

大臣感謝状手交時の様子（陸上自衛隊 

第 12 旅団（相馬原駐屯地）応接室） 
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３ 新型コロナウイルスへの対応 

 

（１）感染拡大防止に伴う食料・農業への影響 

令和元（2019）年 12 月に中国で確認された新型コロナウイルスは、世界各地に拡大した。

感染拡大に伴い、政府「新型コロナウイルス感染症対策本部」において、「多くの方が集ま

るような全国的なスポーツ、文化イベント等を延期、又は規模縮小」（２月 26 日）、「全国の

小中高校、特別支援学校の３月２日から春休みまでの臨時休業」（２月 27 日）が要請された。 

これらの要請等に伴い、食料・農業等に次のような影響がもたらされた。 

①  小中学校等の臨時休業により、給食向け食材注文のキャンセルが発生するととも

に、保護者が出勤できなくなることにより農業法人等の雇用に影響 

②  卒業式やイベント等の中止・規模縮小により、花きの需要が減退し、価格が下落 

③  インバウンドを含めた外食・観光需要の減少により、牛肉、高級果実等の販売が減

少 

④  外国からの渡航者に対する入国制限等により、外国人技能実習生等の受入れの見

通しが立たなくなること等により労働力の確保に影響 

 

（２）関東農政局における対応 

ア 体制整備 

  「新型コロナウイルスに関する関東農政局対策本部」を２月 18 日に設置するととも

に、関東農政局企画調整室に相談窓口を設置した（３月６日）。 

その後、緊急事態宣言が管内各都県に出されたことを受け、各都県との間の情報収集・

提供を担う組織として、各都県拠点に農林水産省現地対策本部を設置した（埼玉県、千

葉県、東京都及び神奈川県は４月７日、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県及び

静岡県は４月 16 日）。 

 

イ 支援策の周知・相談対応 

新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策（第１弾２月 13 日、第２弾３月 10 日

取りまとめ）において、資金繰り支援策や未利用農産物等の代替販路確保等の支援が措

置された。 

また、令和２年度補正予算（１次４月 30 日、２次６月 12 日成立）において、感染拡

大防止対策を行いつつ経営継続に向けた取組みを行う農林漁業者を支援する経営継続

補助金、市場価格が下落するなどの影響を受けた高収益作物について次期作に前向きに

取り組む生産者を支援する高収益作物次期作支援交付金等が盛り込まれた。 

関東農政局においては、これらの補助事業等に加え、中小企業庁が措置した持続化給

付金や、厚生労働省の雇用調整助成金等について農林漁業者や食品関係事業者等に広く

周知した。 

トピックス 
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ウ 事業継続ガイドラインの周知等 

  国民への食料供給を継続的に行うため、農林水産省は農業者等において新型コロナウイ

ルス感染者が発生した際の事業継続に関するガイドラインを３月 13 日に策定した。 

  また、緊急事態宣言の解除（５月 14 日）と同時に、農林水産省所管の関係団体等が自

主的な感染防止の取組を進めてもらうために、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対

処方針等に基づいて業種別ガイドラインを策定した。 

  関東農政局では、これらを農業者や関係業界に周知し、業務継続のための支援体制の構

築や業務マニュアルの作成等の呼びかけを行った。 

 

エ 需要拡大に向けた取組 

  関東農政局においては、農産物の需要拡大に向けた次の取組みを実施した。 

①  花の消費拡大として、さいたま新都心駅前電光掲示板を活用した広報を実施し、関

東農政局「消費者の部屋」の展示スペース、各フロアー、各都県拠点では花を飾る「花

いっぱいプロジェクト」に取り組んだ。さらに、退職者、異動者に花束を贈ることを

促し、販売斡旋を局内で実施した。 

②  野菜の消費拡大を推進するため、「野菜を食べよう」プロジェクトに取り組み、新規

就農者が生産した野菜の即売会を実施した。  

 

   

さいたま新都心駅前電光掲示版   

 
 

退職者、異動に花束を贈る取組 
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新型コロナウイルスに関する動き 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２

(2020)年 

１月 

 15 日 国内において新型コロナウイルス感染者を初めて確認 

 29 日 中国からのチャーター機第１便が東京に到着 

 30 日 ・政府「新型コロナウイルス感染症対策本部」設置 

・「新型コロナウイルスに関する農林水産省対策本部」設置 

2 月  13 日 「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対策」第１弾取りまとめ 

 18 日 新型コロナウイルスに関する関東農政局対策本部設置 

 25 日 政府対策本部「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」決定 

 26 日 政府対策本部「多くの方が集まるような全国的なスポーツ、文化イベント等

は今後 2週間中止、延期、規模縮小等」を要請 

 27 日 政府対策本部「全国の小中高校、特別支援学校の 2 日から春休みまでの臨時

休業」を要請 

3 月  6 日 関東農政局に相談窓口を設置 

10 日 「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対策」第２弾取りまとめ 

4 月 7 日 ・政府の緊急事態宣言を７都府県に発令 

・農林水産省現地対策本部設置（管内では、埼玉県、千葉県、東京都、神奈

川県の各拠点） 

16 日 ・政府の緊急事態宣言を全国に拡大 

・農林水産省現地対策本部設置（管内では、茨城県、栃木県、群馬県、山梨

県、長野県、静岡県の各拠点） 

27 日 新型コロナウイルス感染病の影響を受けた農林漁業者・食品関連事業者への

支援策周知を実施 

30 日 令和２年補正予算１次成立 

5 月 14 日 ・新型コロナウイルス感染症緊急事態解除（39県） 

・業種別ガイドライン策定 

25 日 新型コロナウイルス感染症緊急事態解除（8都道府県） 

6 月 12 日 令和２年補正予算２次成立 
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コラム 

 

 

 

 

中国からのチャーター機で帰国した者等への対応 

  

中 国 武 漢 か ら チ ャ ー タ ー 機 で 帰 国      

した者、感染が広がったクルーズ船からの下

船者が一時的に宿泊する施設として、埼玉県

和光市にある税務大学校等が使われること

となった。 

 これら宿泊者への食事や食料の支援等に

ついて農林水産省が担うことになり、関東農

政局職員も対応した。 

 

 
税務大学校（埼玉県和光市）   


